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はじめに

（1）韓国の 2つの顔
韓国がいまや開発途上国と呼ばれることはない

であろう。国の豊かさを示す指標の 1 つとして、
1 人あたり GDP の最新データ（2014 年）をみると、
3 万ドルに近づき、日本（3 万 6 千ドル）を追い
かけている。これは名目 GDP であるが、それに
物価や為替レートを反映し国家間の実質的な生活
水準を比較するためにしばしば用いられる購買力
評価 GDP でみると、日本の 3 万 7 千ドルに対し
て韓国は 3 万 5 千ドルでほぼ同水準である。2010
年代後半には、名目でも購買力評価でも韓国が日
本を追い抜くという予測もみられる。このように
みると、韓国は「先進国」に他ならないのである。

しかしながらその一方で、韓国国内の人々の生
活の実態をみると、必ずしも豊かに暮らしている
とはいえない状況が発見される。たとえば、
OECD 最低水準の就業率にみられる若者の就職
難、OECD 最高水準の貧困率や自殺率にみられ
る高齢者の生活難、また OECD 最高水準の育児・
教育費にみられる子育て世代の過重な負担、さら
にいえば、日本よりはるかに速いスピードで進行
している高齢化となかなか改善の見込みが立たな
い超少子化の状況、そしてその急速な少子高齢化
を背景にした社会経済的負担の膨張等々、即座に
手を打たなければならない深刻な問題と課題をた
くさん抱えている。このような状況からすると、
韓国は非常に「憂鬱」なのである。

以上のような「先進国」の顔と「憂鬱」の顔と
いう 2 つの顔を併せもっている、いわば「先進国」
韓国の「憂鬱」の姿を政治学の立場から検討して
いるのが本書である。

（2）「先進国」韓国の「憂鬱」の真相
「先進国」韓国の「憂鬱」の姿が鮮明にあらわ

れはじめたのは、1997 年末のアジア通貨危機以
降である。著者はそれについてある通説があると
する。すなわち、危機のさいに救済資金を提供し
た IMF（国際通貨基金）の要求であった新自由
主義的な改革によって、一方では経済が成長し富
の拡大が実現できたが、他方では、その富を再分
配するための制度・政策の整備は最小限に止まり、
その結果、富の不平等とともに格差拡大が深刻化
し生活困難に陥る人々が増えてきたということで
ある。

著者は、この通説を認めながらも、そのような
説明は、「事実の半分程度の説明でしかない」「韓
国社会のなかのダイナミズムを見逃してしまう」
という。そのような外在的な要因ではなく内在的
な要因、つまり国内の政治経済社会の状況とそこ
にみられる諸主体間の理念的・政策的対立の具体
的な事実に接近し「先進国」韓国の「憂鬱」の真
相を明らかにすることが本書の目的である。

本書については、すでに学術雑誌や学会誌など
でいくつかの書評が出ており、サントリー学芸賞
を受賞した関係で本の紹介や内容についての論評
もたくさん出ている。そして今年 5 月には韓国で
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も翻訳出版され、韓国の研究者や一般読者による
書評や論評も出始めている。したがってここでは、
評者の主な研究領域である福祉社会学なかでも比
較福祉国家研究の立場に立って、若干の解説を加
えながら本の内容を紹介し、それについての検討
を行うこととする。

1．本書の内容と主な論点

本書が主に対象としているのは、「先進国」韓
国の「憂鬱」の姿があらわれるようになった
1997 年末のアジア通貨危機以降の時期である。
危機以降の 4 つの政権、すなわち金大中政権、盧
武鉉政権、李明博政権、朴槿惠政権における政策
展開とそれをめぐる政治的状況を分析し、「先進
国」韓国の「憂鬱」の真相に迫っていく。

（1）進歩派対保守派の対立
その出発点として、序章「先進国としての韓国

の始まり」では、基本的な事実や資料をもとに韓
国の政治経済社会的状況を概観しつつ、本書全体
の焦点や視点を示している。そこでもっとも重要
なキーワードとして登場するのが、「進歩派対保
守派」という韓国の政治世界に横たわる激しいイ
デオロギー対立である。

簡単にいえば、進歩とは、富の再分配による平
等な社会を志向するものであり、保守とは、自由
な競争による富の拡大を志向するものである。こ
の進歩と保守の理念的・政策的対立はどの社会で
もみられるものであるが、韓国では植民地支配や
南北分断また韓国戦争などの経験から非常に根強
く残り、現在にも広く横たわっているという。ア
ジア通貨危機以降の格差問題の拡大や少子高齢化
の進展のなかで、それらの問題に対応するための
制度・政策の整備が国の最重要課題となるが、そ
の方向性や具体的な方法をめぐって「進歩派対保
守派」の激しい政治的対立があらわれ、その激し
い対立のなかでいずれの政権も適切な政策を実行
できず、それが「先進国」韓国の「憂鬱」をもた
らしているというのが、本書全体のあらすじである。

アジア通貨危機以降に登場した金大中政権、盧
武鉉政権、李明博政権、朴槿惠政権は、どちらか

といえば、前 2 者が進歩派政権、後 2 者が保守派
政権である。「進歩派対保守派」という政治イデ
オロギーの対立を基本的な視点に据えつつ、第 1
～ 3 章では進歩派政権、そして第 4 ～ 5 章では保
守派政権の政策展開とそれをめぐる政治的状況を
分析している。

（2）進歩派政権における政策展開とその困難
第 1 章「誤解された改革――金大中政権の経済・

福祉政策」では金大中政権（1998 ～ 2002 年）を
とりあげている。アジア通貨危機によって大きな
打撃を受けた状況のなかで、同政権がめざしたの
は、IMF の要求であった新自由主義的な改革を
基軸とする経済自由化と、それがもたらしうる弊
害を緩和するための社会保障制度の整備による福
祉国家化であった。同政権は当初、労使政委員会
のようなコーポラティアズム的な意思決定プロセ
スを媒介して進歩派と保守派の対立を調整し、そ
の両改革を同時にすすめることができた。ところ
が、労働関係法が労働者に不利な方向へと改正さ
れたことなどをきっかけに、労使政委員会では激
しい対立が発生し、それによってそのコーポラ
ティズム的な意思決定プロセスが破綻し、結局、
経済自由化も福祉国家化も「未完の改革」で終わっ
てしまったというのが、本章の分析結果である。

著者は、その「未完の改革」の結果、「萎縮し
た社会民主主義」が生み出されたことが重要であ
るという。金大中政権は、新自由主義的な経済自
由化のなかで、社会民主主義的な社会保障制度を
導入し福祉国家化をすすめた。その福祉国家化の
改革は諸制度の体系的整備という意味で一定の成
果をあげた。しかしながら、コーポラティズム的
な意思決定プロセスの破綻とともに進歩派と保守
派の対立が激しくなり、社会保障は制度整備を超
えた十分な水準の制度拡大までには至らず、最小
限の水準に止まった。このようにして、金大中政
権のめざした福祉国家化の改革は萎縮してしまっ
たのである。この「萎縮した社会民主主義」が当
時の進歩派と保守派の政治的均衡点であったと
いう。

第 2 章「進歩派政権の逆説――盧武鉉政権の福
祉政策」と第 3 章「米韓 FTA と盧武鉉の夢」で
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は盧武鉉政権（2003 ～ 2007 年）をとりあげている。
金大中政権につづく進歩派政権として登場した同
政権は、「未完の改革」で終わった金大中政権の
経済自由化と福祉国家化をさらにすすめようとし
た。とくに、盧武鉉政権に入って、金大中政権の
時期にはそれほど認識されてなかった格差問題や
少子高齢化問題が顕在化しそれへの対応が求めら
れるなか、進歩派政権としての盧武鉉政権は福祉
国家化の改革により力を入れることとなった。た
だし、同政権がその福祉国家化の改革と 1 つの
セットとして経済自由化の改革を重視していたこ
とも重要であるとする。すなわち、金大中政権が、
IMF の新自由主義的な考え方による経済自由化
の改革の弊害に対応すべく、福祉国家化をすすめ
た側面が強いとすれば、盧武鉉政権は、個人や企
業の自由な経済活動と手厚い社会保障とが両立す
る北欧型社会経済モデルを想定し、経済自由化の
改革と福祉国家化の改革を 1 つのセットとしてす
すめようとしたのである。第 2 章では主に社会保
障制度の整備過程から福祉国家化の改革状況を分
析し、第 3 章では主に米韓 FTA の推進過程から
経済自由化の改革状況を分析している。盧武鉉政
権は、その 2 つの改革をもって「未完の改革」の
完成を試みたものの、福祉国家化の改革は、「草
の根保守」ともいえる民間の福祉団体や地方の
NGO などに足下をすくわれ、経済自由化の改革
は、改革の意図を誤解した「進歩派の反乱」によっ
て失敗したというのが、ここでの分析結果である。

結局、盧武鉉政権では、金大中政権の経済自由
化と福祉国家化の改革のさらなる進展が期待され
たものの、それに向けての進歩派と保守派の対立
の調整がうまくいかず、そこで政治的均衡点とし
ての「萎縮した社会民主主義」という方向性が持
続されることとなったのである。その「萎縮した
社会民主主義」の展開のなかで、アジア通貨危機
以降に深刻化しつつあった格差問題や少子高齢化
問題への対応は十分に行われず、それが次の保守
派政権への政権交代を導いた重要な要因の 1 つと
なった。

（3）保守派政権における政策展開とその困難
第 4 章「反進歩派政権の挫折――李明博政権に

よる政策継承」では、李明博政権（2008 ～ 2012 年）
をとりあげている。10 年ぶりの保守派政権とし
て登場した同政権は、自由主義的な色合いの強い
政策をめざした。そのためにとくに力を入れた米
韓 FAT の推進などの経済自由化の改革は、もち
ろん以前の政権からのものであるが、同政権の場
合、2 代つづいた進歩派政権のアンチテーゼとし
て、「分配より成長を」「平等より自由を」優先し、
以前の政権がめざしていた社会民主主義的な政策
をアメリカ的で自由主義的な政策へと転換しよう
としたことは確かである。その政策転換は、かつ
ての独裁政権に先祖帰りしたような権威主義的か
つ強力なやり方で試みられた。ところが、2008
年後半のリーマンショックの影響もあって、その
政策転換の試みやその方法に対して国民の支持が
えられず、また保守派内部での合意形成の失敗、
さらにそれをきっかけとした進歩派の反発などに
より、結果的に李明博政権の試みた政策転換は実
行できなかったというのが、本章の分析結果で
ある。

李明博政権の誕生によって、進歩と保守の間で
政権交代が行われたものの、以上のような状況の
なかで、金大中・盧武鉉の進歩政権で形成された
政治的均衡点としての「萎縮した社会民主主義」
は依然として生き残ることとなったのである

第 5 章「朴槿惠政権の憂鬱」では、これまでの
議論をふまえつつ、李明博政権に継ぐ保守派政権
として登場した朴槿惠政権（2013 年～現在）の
課題と今後の展望を検討している。同政権は現在
進行中であり、政権に対する評価や制度・政策の
分析は時期尚早である。しかし、少なくとも
2012 年の大統領選挙と当選後の現在までの状況
でみるかぎり、同政権が試みている改革は、保守
派政権であるにもかかわらず、李明博政権より金
大中・盧武鉉の進歩派政権でみられた福祉国家化
の方向性が強いという。それは、これまでの「萎
縮した社会民主主義」の持続の結果、諸政権が打
ち出した制度・政策が、アジア通貨危機以降の経
済格差の拡大や少子高齢化の進展などに適切な対
応ができず、さらに深刻化し、現政権としてそれ
らの問題に正面から立ち向かわなければならなく
なったからである。
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ただし著者は、朴槿惠政権における福祉国家化
の改革がそれほど順調にすすむとは限らないとい
う見解を述べている。なぜなら、以前の政権と同
様、その福祉国家化と経済自由化とをいかに併行
させるかという問題は依然として難問として残っ
ているし、また新しい問題として、福祉国家化を
すすめるための増税など国民の負担増をめぐる議
論も登場しているからである。そこで、朴槿惠政
権がこれらの課題に対して進歩派と保守派の対立
をいかに緩和し、これまで政治的均衡点として持
続されてきた「萎縮した社会民主主義」をいかに
打ち破るかが重要なポイントである。朴槿惠政権
はこの点を認識しているようであるが、しかし現
在の時点でみると、政治対立の調整がうまくいく
見通しはなく、それが同政権の苦悩となっている。

以上のような分析から本書は、「先進国」韓国
がそれほど簡単には「憂鬱」から抜け出せない状
況にあることを示唆している。

2．本書の意義と残された課題

既述したように、本書に関してはすでにいくつ
かの書評が出ている。主に政治学や行政学また地
域研究の分野からのものが多く、その一方で、福
祉国家をメインテーマの 1 つにしているにもかか
わらず、比較福祉国家研究の分野からの書評は見
当たらない。ここでは比較福祉国家研究の立場か
ら本書の意義と残された課題について考えてみ
たい。

（1）	意義①：「福祉国家化以降の韓国」へのアプ
ローチ

上でみてきたように、本書が主に分析対象とし
ているのは、1990 年代末のアジア通貨危機以降
の時期である。比較福祉国家研究の見解からすれ
ば、このアジア通貨危機以降という時期は、韓国
が西欧諸国や日本に比べて遅ればせながら各種制
度・政策を整備し福祉国家化に乗り出した時期で
ある（see	 e.g.,	 武川・金淵明編	 2005;	 金成垣	
2008）。当時、韓国国内だけでなく日本を含む諸
外国の比較福祉国家研究の分野では、韓国の福祉
国家化に注目した多様な研究が活発に行われるよ

うになった。その後数年間にあらわれた韓国福祉
国家に関する研究成果は枚挙にいとまがない（see	
e.g.,	金成垣編	2010）。

しかしながら、それらの研究の多くは、韓国に
おける福祉国家化の過程とその福祉国家化によっ
て生まれた諸制度・政策の特徴を国際比較的な視
点から分析するものがほとんどである。その一方
で、福祉国家化した後、それらの制度・政策によっ
て実際の韓国（国民の生活）がどう変わったのか
あるいは変わってないのかといった福祉国家化以
降の韓国の実態をとらえる研究はあまり見当たら
ない。すなわち、比較福祉国家研究の分野でみる
と、「韓国の福祉国家化」についての問題関心は
あっても、「福祉国家化以降の韓国」についての
問題関心は薄かったといえるのである。

それに対して本書は、「韓国の福祉国家化」だ
けでなく「福祉国家化以降の韓国」もとりあげて
いる。しかもその両方を包括的かつ連続的にとら
えている点に大きな意義があるといえる。本書の
キーワードに照らしていえば、「韓国の福祉国家
化」の特徴は「萎縮した社会民主主義」として、「福
祉国家化以降の韓国」の実態は「先進国」韓国の

「憂鬱」として分析されている。その分析の具体
的な内容は前項でみてきた通りであるが、一言で
まとめると、「韓国の福祉国家化」が「萎縮した
社会民主主義」によって行われた結果、「福祉国
家化以降の韓国」は、「先進国」でありながらも「憂
鬱」になってしまったということができる。

このように「韓国の福祉国家化」と「福祉国家
化以降の韓国」からなる全体としての韓国福祉国
家を包括的かつ連続的に捉えている研究書は、管
見の限りでは韓国や日本はもちろん諸外国でも
ない。

（2）	意義②：「進歩派対保守派」の福祉政治分析
以上のような、全体としての韓国福祉国家に対

する包括的で連続的な捉え方は、おそらく本書が
「進歩派対保守派」のイデオロギー対立という一
貫した分析視点をもったからこそ可能であったと
いえる。韓国の政治世界に広く横たわっている「進
歩派対保守派」という政治対立に注目し、その激
しい対立のなかで生まれた「萎縮した社会民主主
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義」が「先進国」韓国の「憂鬱」をもたらしてい
ることを明快に分析しているのである。

政治学と比較福祉国家研究が交差する地点に、
福祉政治分析というアプローチがある。福祉国家
をめぐる多様な政治的論点や政治勢力の対立と協
調のダイナミズムを分析するものである。これま
で韓国に対する福祉政治分析は、個別の制度・政
策をとりあげたり、特定の政権に分析期間を限定
したりするケースが多かった。たしかに個別の制
度・政策をめぐる福祉政治あるいは特定の政権期
における福祉政治にはそれぞれ異なる政治的論点
とそれぞれ異なる利害関係をもった政治勢力があ
らわれるはずで、そのすべてを一括りして議論す
ることがそれほど簡単な作業ではない。しかし本
書は、個別の制度・政策そして特定の政権期にお
ける福祉政治の具体的な事実を見逃さず、それを
ふまえたうえで全体としての福祉国家をめぐる福
祉政治の展開を包括的にとらえている。政治学の
分野からみても、比較福祉国家研究の分野からみ
ても、本書の福祉政治分析はきわめて優れた研究
成果として評価されるであろう。

以上のような意味において、韓国における福祉
国家や福祉政治に関する全体図を提供していると
いえる本書は、アジア通貨危機以降に韓国がつ
くってきた福祉国家の過去・現在を理解し、さら
にその未来を考えるうえで必読書に違いない。今
後、韓国の福祉政治分析を含む比較福祉国家研究
に携わる人々に広く読まれるべき 1 冊といえる。

（3）	課題①：求められる歴史比較的視点
本書は以上のような意義をもつものの、他方で、

その意義とかかわって必ずしも十分に検討されて
いないと思われる点もある。というのは、韓国福
祉国家を分析するにあたり、歴史的あるいは歴史
比較的視点がやや欠如しているからである。

その歴史比較的視点というのは、福祉国家の展
開過程をめぐる、他の先進国とは異なる韓国特有
の歴史的文脈をみる視点である。もちろん本書は
主に国内の福祉政治分析を目的としているため、
それに対する歴史比較的視点の欠如という指摘は、
外在的な批判にすぎないかもしれない。しかしな
がら、もしその歴史比較的視点からみえてくる韓

国特有の歴史的文脈が、本書で分析している「進
歩派対保守派」の政治対立とそれによって生み出
された「萎縮した社会民主主義」のあり方を強く
規定するとすれば、その歴史的文脈にも分析の射
程を入れるべきであろう。この点について少し具
体的にみてみよう。

上でも述べたように、韓国が福祉国家化に乗り
出したのは 1990 年代末のアジア通貨危機である。
危機によって前例のない大量失業・貧困問題が発
生したことをきっかけに、それに対応するための
諸制度・政策を整備し韓国は福祉国家化に乗り出
すこととなったのである。これを福祉国家の「成
立」といっておこう。

多くの先進国の歴史的経験をみると、20 世紀
前半の大恐慌や世界大戦をきっかけに福祉国家が

「成立」し、戦後の高度経済成長期を背景として
その福祉国家が「拡大」していった。その後、20
世紀後半になると、高成長経済の工業化社会から
低成長経済の脱工業化社会へと社会経済システム
が大きく転換するなかで、これまで「拡大」して
きた福祉国家がその有効性あるいは持続可能性を
失ってしまい、福祉国家の「縮小」あるいは「抑
制」の時代に入る。

このようにみると、韓国で福祉国家が「成立」
した 20 世紀末という時点は、世界的にみると、
福祉国家の「拡大」の時代は終わり、むしろそれ
を「抑制」する時代に突入していた。国内でみて
も、経済成長の鈍化とそれによる財政拡充の困難、
サービス産業の拡大とそれにともなう労働市場の
柔軟化などに代表されるように、韓国はすでに低
成長経済の脱工業化社会へと転換しつつあった。
これは、「成立」したばかりの韓国福祉国家に、
高成長経済の工業化社会のなかで先進国が経験し
たような福祉国家の「拡大」の時代が訪れないこ
とを意味する。つまり、やや図式的にいうと、多
くの先進国では「成立」→「拡大」→「抑制」とい
うかたちで福祉国家が歴史的に展開されてきたと
すれば、韓国は遅れて福祉国家化に乗り出したが
ゆえに、「拡大」期をスキップせざるをえず、福
祉国家の「成立」後すぐに「抑制」を経験しなけれ
ばならない状況に直面することになったといえる。

以上が、他の先進国とは異なる韓国福祉国家が
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おかれている歴史的文脈である。その異なる歴史
的文脈に着目することで、他の先進国を「先発福
祉国家」、それに比べて韓国を「後発福祉国家」
と呼ぶことができる。ここで強調したいのは、本
書の分析が明らかにしている「進歩派対保守派」
の対立、そしてその対立の政治的均衡点として生
まれた「萎縮した社会民主主義」の背後には、以
上の「後発福祉国家」としての状況があるのでは
ないかということである。

すなわち、「後発福祉国家」としての韓国は、
低成長経済の脱工業化社会への移行期に福祉国家
を「成立」することとなり、そこで、高成長経済
の工業化社会のなかで多くの「先発福祉国家」の

「成立」後にみられた福祉国家「拡大」への「超
党派的合意」あるいは「歴史的妥協」（see	 e.g.,	
piesron	1991;	宮本編	2002;	新川	2014）を経験す
ることができなくなった。「後発福祉国家」とし
ての韓国では「成立」後に、むしろ福祉国家の「拡
大」をめぐる「進歩派対保守派」の激しい葛藤と
対立が生じ、その対立のなかで福祉国家を「拡大」
へと運ぶことができず、「成立」後すぐに「抑制」
へと向かわざるをえなかったのである。「後発福
祉国家」であるがゆえにあらわれたこの特有の経
験のなかで、韓国では、各種制度・政策は整備さ
れたもののその水準が非常に低いという、いうな
らば「抑制」された福祉国家が「成立」したとい
える。これが、本書でいう「萎縮した社会民主主
義」に他ならない。

たしかに本書に対する他の書評のなかで、以上
の点とかかわる重要な指摘があった。すなわち、

「一般に、左右の政党間のイデオロギーの対立が
存在し、かつ政策を拘束することは決して韓国特
有の現象ではなく、むしろ政党政治の常態である。
ならば、政党間イデオロギー対立だけでは韓国の
福祉体制が『萎縮した社会民主主義』になった事
は説明しきれないのではないだろうか。……なら
ば、韓国の福祉政策の特殊性を説明するためには
政党政治の左右イデオロギー対立だけではない要
素への検討が必要であるように解される」（中井	
2015:	 158）。つまり、ここで指摘されている「政
党政治の左右イデオロギー対立だけではない要
素」が、上記の韓国がおかれている「後発福祉国

家」という歴史的文脈であり、その歴史的文脈が
韓国における「左右イデオロギー対立」のあり方
を規定し、その結果、「萎縮した社会民主主義」
が生まれたと解釈することができるのである。

以上のようにみると、本書の福祉政治分析は、
韓国がおかれている「後発福祉国家」という歴史
的文脈をみる視点を取り入れることによってより
豊かになるのではないかと思われる。

（4）	課題②：再検討を要する金大中政権と盧武鉉
政権の意味

以上の「後発福祉国家」の歴史的文脈は、韓国
が福祉国家化した後の状況を一括して議論したも
のであるが、その議論を政権ごとにやや細かく分
割してみると、本書でとりあげている 4 つの政権
のうち、金大中政権と盧武鉉政権の意味について
若干の再検討が求められるようになる。

すなわち、本書の分析では、各種制度・政策は
整備されたもののその水準が非常に低い、つまり

「萎縮した社会民主主義」という韓国福祉国家の
特徴が生まれたのは、金大中政権の時期であり、
それがその後の盧武鉉政権に引き継がれたという。
しかしながら、他の先進国の歴史的な経験と比較
してみると、韓国で福祉国家が「成立」した金大
中政権でその「萎縮した社会民主主義」が生まれ
たとするには多少の留保が必要となる。なぜなら、
他の先進国における福祉国家の展開をみても、多
く場合、「成立」当時には、諸制度・政策の整備
だけで精一杯で、その水準は最低限で最小限に止
まることが一般的であった。それら制度・政策が
十分な水準へと引き上げられたのは「成立」後の

「拡大」期である。とすると、韓国の福祉国家「成
立」期にあたる金大中政権において、最小限の制
度・政策が整備されたのは韓国特有のことではな
い。むしろ「成立」後に、他の先進国とは異なり

「拡大」期を迎えることができなかったのが韓国
特有の経験である。この意味において、「成立」
期に金大中政権が整備した最小限の制度・政策を
本格的に「拡大」しようとしながらも、それがう
まくいかずそこに「抑制」の力を入ることとなっ
た盧武鉉政権において「萎縮した社会民主主義」
が明確にあらわれたということができる。金大中
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政権における福祉国家化の改革に「萎縮した社会
民主主義」という特徴がみられたことを否定する
つもりはないが、その特徴が、「先発福祉国家」
と区別される「後発福祉国家」としての韓国特有
のものとしてあらわれたのは、やはり盧武鉉政権
であると解釈するのが妥当のように思われる。

おわりに

以上、本書全体の構成と各章の内容についての
紹介、および本書全体の意義と限界について考察
を行った。それをふまえ残された課題として、主
に歴史比較的視点の必要性を指摘した。もちろん、
その指摘によって本書の意義や貢献が損なわれる
わけではない。本書の成果が、韓国福祉国家の過
去・現在・未来を理解するために確実な土台を提
供していることは間違いない。さらにいえば、こ
こでの指摘が本書に限るものではないことも強調
しておきたい。近年、社会科学のさまざまな分野
で韓国福祉国家に関する研究が活発に行われてき
ている。歴史的あるいは歴史比較的視点の必要性

は、それらの研究の多くが抱えている重要な課題
ともいえる。本書の貴重な学問的意義とその成果
また限界をふまえ、今後、韓国福祉国家について
の研究がさらに進展していくことを期待したい。
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